
1988年出上の木簡

兵
庫
県
教
育
委
員
会

『
小
犬
丸
遺
跡
Ｉ
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八
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年
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同

『
小
犬
丸
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跡
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全

九
八
九
年
）

（山
下
史
朗
）

兵
庫
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餅
賄
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叫
（武
家
屋
敷
跡
）

所
在
地
　
　
　
兵
庫
県
姫
路
市
本
町

調
査
期
間
　
　
一
九
八
七
年

（昭
６２
）
九
月
を

一
二
月

発
掘
機
関
　
　
姫
路
市
教
育
委
員
会

調
査
担
当
者
　
山
本
博
利

。
秋
枝
　
芳

遺
跡
の
種
類
　
城
郭
跡

遺
跡
の
年
代
　
江
戸
時
代

遺
跡
及
び
木
衡
出
土
遺
構
の
概
要

元
弘
三
年

（
〓
一一≡
じ
、
赤
松
則
村
が
姫
山
に
城
塞
を
築
い
た
こ
と
が
姫
路

城
の
始
ま
り
と
い
う
。
慶
長
五
年

（
三
ハ
○
○
）、
関
ケ
原
の
戦
の
功
で
池
田
輝

政
が
三
河
国
吉
田
城
よ
り
播
磨

に
入
部
し
、
同
六
年
よ
り
内
曲

輪

。
中
曲
輪
お
よ
び
外
曲
輪
の

整
備
に
取
り
掛
か
り
、
羽
柴
秀

吉
が
築
城
し
た
姫
路
城
の
大
改

築
を
行
な
い
、
同

一
四
年
に
大

天
守
閣
を
含
む
建
物
群
が
竣
工

し
た
。
元
和
二
年

（
三
全

六
）

に
池
田
氏
は
因
暗

へ
転
討
さ
れ
、
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同
三
年
本
多
忠
政
が
桑
名
よ
り
姫
路
城

へ
入
城
し
た
。
忠
政
は
、
池
田
時
代
の

姫
路
城
の
拡
張
お
よ
び
整
備
に
取
り
か
か
り
、
長
男
忠
刻
の
た
め
に
西
ノ
丸
を

造
営
し
た
。
さ
ら
に
、
城
主
の
居
館
を
備
前
丸
か
ら
三
ノ
丸

へ
移
し
、
西
御
屋

敷
、
東
御
屋
敷
、
向
御
屋
敷
、
武
蔵
野
御
殿
等
の
居
館
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、

外
由
輸
い
わ
ゆ
る
町
家
の
整
備
も
ひ
き
つ
づ
き
行
い
、
姫
路
城
の
造
営
は
基
本

的
に
完
了
し
た
。
こ
の
よ
う
に
羽
柴
氏
？
池
田
氏
ｉ
本
多
氏
を
経
て
、
姫
路
城

は
近
世
城
郭
と
し
て
完
成
し
、
以
後
、
明
治
維
新
を
迎
え
る
ま
で
姫
路
城
の
規

模
は
か
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

姫
路
市
は

一
九
八
六
年
に

「特
別
史
跡
姫
路
城
跡
整
備
基
本
構
想
」
を
公
表

し
、
従
来
の
特
別
史
跡
姫
路
城
跡
の
整
備

・
管
理
方
針
を
見
直
し
、
新
た
に
整

備
方
針
を
策
定
し
、
西
御
屋
敷
跡
の
整
備
、
三
ノ
丸
大
路
の
復
元
、
中
濠
整
備

事
業
等
を
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
と
な

っ
た
。

今
回
の
調
査
地
は
姫
路
城
跡
中
曲
輪
の
西
部
に
位
置
し
、
旧
国
鉄

。
営
林
署

の
敷
地
で
あ
る
。
東
は
内
濠
、
北
は
南
勢
隠
門
、
西
は
市
ノ
橋
門
に
囲
ま
れ
た

袋
状
の
土
地
で
あ
る
。
調
査
地
は
本
多
忠
政
が
西
御
屋
敷
を
築
い
た
場
所
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
（第
一
次
本
多
家
時
代
）。
調
査
地
の
江
戸
時
代
の
変
遷
を
絵
図

等
か
ら
抽
出
す
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
　
池
田
家
時
代
は
武
家
屋
敷

令
姫
路
城
下
絵
図
し
。

①
　
一死
和
四
年

（
一
六
一
八
）
に
本
多
忠
政
が
西
御
屋
敷
、
東
御
屋
敷
等
の
下

屋
敷
を
築
く

（『姫
路
城
史
』
中
巻
）。

０
　
第

一
次
榊
原
家
時
代

（忠
次
ど
政
房
）、
す
な
わ
ち
慶
安
二
年
全

六
四
九
）

ｉ
寛
文
七
年

（
一
一ハ
一ハ
七
）
の
頃
に
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
令
姫

路
御
城
廻
侍
屋
鋪
新
絵
図
し
。

Ｏ
　
第
二
次
松
平
家
時
代

（直
短
）、
す
な
わ
ち
寛
文
七
年

（
一
一ハ
一ハ
七
）
ｉ
天

和
二
年

（
一
一ハ
八
一σ

の
頃
も
、
ほ
ぼ
第

一
次
榊
原
家
時
代
と
同
様
に
維
持
さ
れ

て
い
る

（「姫
路
城
下
町
絵
図
し
。

①
　
第
二
次
本
多
家
時
代

（忠
国
）、
す
な
わ
ち
天
和
二
年

（
三
ハ
八
一ご
ｉ
寛

永
元
年
全

七
〇
四
）
の
頃
に
は
、
「御
樹
木
屋
敷
」、
「小
姓
長
屋
」
と
記
さ
れ
て

い
る

（「播
州
飾
東
郡
国
衡
庄
姫
路
図
し
。

∩
　
酒
井
家
時
代
、
文
化

一
三
年
全

八
一
一◇
以
前
の
絵
図
に
は
、
「西
御
屋

鋪
」
と
そ
の
南
に

「組
長
屋
」
、

西
側
に

「武
家
屋
敷
」
が
記
さ
れ
て
い
る

令
姫
路
侍
屋
敷
図
じ
。

こ
の
よ
う
に
調
査
地
の
資
料
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
策
定
さ
れ
た

「特
別
史

跡
姫
路
城
跡
整
備
基
本
構
想
」
に
基
づ
き
発
掘
調
査
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
九
八
五
年
度
か
ら

一
九
八
七
年
度
に
か
け
て
計
三
次
に
及
ぶ
発
掘
調
査
を
実

施
し
、
西
御
屋
敷
跡
の
遺
構
の
保
存
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
調
査

の
結
果
、
西
御
屋
敷
跡
想
定
地
で
は
削
平
の
た
ゅ
礎
石
等
が
と
ば
さ
れ
て
お
り
、

井
戸

・
埋
奏

・
ゴ
ミ
穴

。
便
所
等
の
深
い
遺
構
を
か
ろ
う
じ
て
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
西
御
屋
敷
跡
の
西
に
存
在
す
る
武
家
屋
敷
跡
に
つ
い
て

は
、
建
物
の
礎
石
、
池
等
の
遺
構
が
良
好
に
残

っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、

き
ら
に
、
西
御
屋
敷
と
武
家
屋
敷
の
境
に
比
高
差

一
・
五
ｍ
の
石
垣
が
南
北
に

構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
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過
去
三
回
の
調
査
結
果
に
も
と
づ
き
、　
一
九
八
七
年
九
月
よ
り
第
四
次
調
査

を
武
家
屋
敷
二
棟
分
に
つ
い
て
実
施
し
た
。

調
査
の
結
果
、
市
ノ
橋
門
か
ら
中
曲
輪

へ
通
じ
る
幅
六

・
五
ｍ
の
東
西
衡
路

が
検
出
さ
れ
た
。
こ
の
街
路
は
池
田
家
時
代
に
構
築
さ
れ
、
酒
井
家
時
代
に
規

模
を
縮
小
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
す
な
わ
ち
池
田
家
時
代
に
は
、
凝
灰

岩
を
利
用
し
た
幅
○

・
七
ｍ
の
築
地
塀
基
礎
を
構
築
し
、
そ
の
後
、
整
地
し
て

○

・
三
ｍ
嵩
上
げ
し
た
後
に
、
酒
井
家
時
代
に
ほ
ぼ
同

一
の
場
所
に
幅
○

。
四

ｍ
の
河
原
石
の
築
地
塀
基
礎
が
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
た
が
っ

て
こ
の
街
路
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
。

さ
ら
に
衡
路
北
側
の
二
棟
の
武
家
屋
敷
に
つ
い
て
も
様
々
な
遺
構
が
検
出
さ

れ
た
。
南
側
の
武
家
屋
敷
で
は
、
門

。
井
戸

・
石
室

・
瓦
列

・
隠
塀
基
礎

・
ゴ

ミ
穴
等
が
検
出
さ
れ
、
北
側
と
の
屋
敷
境
の
築
地
塀
基
礎
も
東
西
衡
路
同
様
に

新
旧
二
時
期
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
特
に
、
中
央
部
で
検
出
さ
れ
た
井
戸
内

よ
り
、
伊
万
里
焼

。
備
前
焼

・
唐
津
焼

。
東
山
焼
等
の
上
器
が
多
数
検
出
さ
れ

る
と
と
も
に
、
「川
合
」
と
墨
書
さ
れ
た
備
前
焼
梧
鉢
と
、
土
師
質
の
火
消
し
重

と
が
各

一
個
体
出
上
し
た
。
こ
の
遺
構
は

一
九
世
紀
初
頭
―
中
葉
に
位
置
づ
け

ら
れ
、
文
化

一
三
年
以
前
の
絵
図
に
よ
れ
ば
、
こ
の
屋
敷
は

「川
合
惣
兵
衛
」

の
屋
敷
地
に
該
当
し
、
こ
れ
に
関
係
す
る
遺
物
で
あ
ろ
う
。

北
側
の
武
家
屋
敷
で
は
、
門

・
屋
敷
内
通
路

。
便
所

。
井
戸

。
石
室

・
土
城

・
石
組
溝

・
礎
石
建
物

・
池

・
ゴ
ミ
穴
等
の
様
々
な
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
。
特

に
北
端
部
よ
り
石
で
護
岸
さ
れ
た
南
北
に
瓢
形
を
呈
す
る
池
が
検
出
さ
れ
た
。

石
組
が

一
部
壊
さ
れ
て
い
る
が
、
保
存
状
況
は
良
好
で
あ
る
。
全
長

一
〇
ｍ
、

最
大
幅
五

・
八
ｍ
、
深
さ
○

。
九
を

一
・
二
ｍ
の
規
模
で
あ
る
。
土
塁
裾
か
ら

池
北
端
部
に
か
け
て
幅
○

・
六
や
○

・
七
ｍ
、
深
さ
○

・
三
ｉ
Ｏ

・
四
ｍ
の
素

掘
り
の
池
流
入
溝
が
あ
り
、
さ
ら
に
池
南
端
で
幅
○

・
四
ｍ
、
深
さ
○

。
二
ｍ

の
素
掘
り
の
池
流
出
溝
を
確
認
し
た
。
池
の
構
築
時
期
は
、
第

一
遺
構
面
が

一

八
世
紀
末
ｉ

一
九
世
紀
初
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
池
一異
込
土
よ
り

一
九
世
紀
初

頭
の
遺
物
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
比
定
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、

池
内
堆
積
土
よ
り
、
東
山
焼

・
瓦

。
泥
人
形

・
木
製
品

。
鉄
製
品
等
が
多
数
出

上
し
、
池
を
中
心
に
、
建
水

。
天
目
茶
碗

・
花
瓶
等
の
喫
茶
に
関
す
る
遺
物
が

多
数
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
木
簡
は
池
内
堆
積
土
よ
り
、
下
駄

・
箸

・
漆
器
等
の
遺
物
と
と
も
に
出
上
し
た
。
陶
磁
器
の
中
に
は
文
化
年
製
の

銘
の
入
っ
た
東
山
焼
や
備
前
焼
等
が
六
個
体
分
出
上
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に

木
簡
の
年
代
を
比
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
池
は
、
上
層
よ
り
永
世
舎

の
東
山
焼
を
は
じ
め
明
治
初
期
の
遺
物
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
ま

で
機
能
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

調
査
の
結
果
、
酒
井
家
時
代
の
文
化

一
三
年
以
前
の

「姫
路
侍
屋
敷
図
」
の

記
載
通
り
に
主
要
衡
路
や
屋
敷
割
り
が
確
認
さ
れ
、
さ
ら
に
川
合
惣
兵
衛
の
屋

敷
地
で
は
井
戸
内
よ
り

「川
合
」
と
墨
書
さ
れ
た
土
器
が
出
土
す
る
等
、
調
査

の
結
果
絵
図
面
の
信
憑
性
を
裏
づ
け
る
こ
と
と
な

っ
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容



ω
　
。
「
＜
山
崎
組
　
　
　
　
」

。
「
＜
坂
戸
村
八
右
衛
門
」
　
　
　
　
　
　
　
　
ドΦ巽
］貿
∞
ｏ部

②
　
。「（芦
型
辻
門
組
□
□
□
□
□
」

（穿
孔
）

。
「

ｏ

米
国
□
□
国
人
　
　
」
　

　

　

　

　

　

μΦ契
〕蒙
ミ
霊

な
お
、
調
査
に
あ
た
り
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の

御
指
導
を
得
る
と
と
も
に
い
木
簡
の
釈
文
に
つ
い
て
は
奈
良
国
立
文
化
財
研
究

所
の
諸
氏
の
御
指
導
を
受
け
た
。

（山
本
博
利
・
秋
枝
　
芳
）

丘鵞

・
姫
路
城
跡

貧
部
中
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

１
　
所
在
地
　
　
　
兵
庫
県
姫
路
市
本
町
無
番
地

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
六
年

（昭
６．
）
六
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
姫
路
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
山
本
博
利

・
秋
枝
　
芳

５
　
遺
跡
の
種
類
　
城
郭
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
江
戸
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

「特
別
史
跡
姫
路
城
跡
整
備
基
本
構
想
」
の
策
定
に
と
も
な
い
、
中
濠
整
備

事
業
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
中
濠
整
備
事
業
に
は
西
部
中
濠
か
ら
北

部
中
濠
に
か
け
て
の
中
濠
浚
渫

事
業
と
東
部
中
濠
還
流
事
業
と

が
あ
り
、
中
濠
浚
渫
事
業
は

一

九
八
五
年
度
に
着
手
し

一
九
八

八
年
度
に
完
了
し
た
。
東
部
中

濠
（野
里
開
か
ら
城
南
線
ま
で
）
は

か
つ
て
の
水
濠
が
空
濠
化
し
、

雑
車
が
繁
茂
し

一
部
不
法
占
拠

さ
れ
た
後
、
ゴ
ミ
棄
て
場
に
さ

木簡出土遺構

(姫路 。龍野)


